
学校法人日本赤十字学園行動計画（第２期） 
 

本学園では、女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次の 

行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間 令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

 

２ 当学園の課題 

 課題１ 教育職の女性の割合は高く、男女の勤続勤務年数にも大差はみられないが、 

     事務系管理職及び管理職手前の階級職において、女性の割合が低い大学がある。 

 課題２ 管理職の有給休暇取得率が低い大学があるので、全職員が仕事と生活の調和 

     を図り働きやすい雇用環境を整える必要がある。 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

 

 

【各大学の現状の把握、課題の抽出】     

 令和３年４月～  ・各大学の女性の管理職登用にかかる現状を把握し、課題の抽出、 

検証を行う。 

・勤務評価制度の見直しを検討する。 

 

【改善案の検討】 

 令和４年４月～  ・課題に対する改善案を検討する。 

・見直された勤務評価制度の実施準備を行う。 

・改善に必要な研修体系を検討する。 

 

【実施体制の整備・確立】 

 令和５年４月～  ・改善案を基に女性管理職登用改善に向けた実施体制、研修体制 

を整備、実施する。 

・新たな勤務評価制度の実施 

 

【成果の検証】 

 令和６年４月～  ・女性管理職登用の改善策の実施成果を検証する。 

 

【女性管理職の定着の検証】 

  令和７年４月～  ・女性管理職の定着を検証するとともに、必要に応じて更なる解 

決策を検討する。 

 

 

目標１：事務系管理職（課長級以上）に占める女性の割合を５０％以上にする。 



 

目標２ ：全職員が仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境を整えるため、 

全職員ともに、１年間に付与された有給日数にかかる取得率を５０％以上

とする。 

        

【課題の検証】 

 令和３年４月～  ・各大学において有給休暇取得の現状を把握（取得日数の低い職 

員へのヒアリング等）し、原因・課題を検証する。 

 

【取組みの実施】 

令和４年４月～  ・各大学における課題を踏まえて、改善策を検討するとともに、 

          有給休暇取得率を推進する取組を実施する。 

（例 取得日数の目標設定、計画取得、管理職による率先取得等） 

 

【研修体制の整備・確立】 

  令和５年４月～  ・管理職に対するワークライフバランスやダイバーシティマネジ 

            メントに関する意識啓発、研修等を実施する。 

・管理職以外の職員への研修等も検討、実施する。 

 

【成果の検証】 

 令和６年４月～  ・研修の実施結果も踏まえ、一定の効果の有無を検証するととも 

に、必要に応じて更なる研修実施等の追加対策を検討、実施す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※令和７年３月 31日現在 

 

【管理職に占める女性労働者の割合】 

 

〇女性の管理者数    ３０名 

〇管理者数計      ５２名 

〇管理職に占める    

女性労働者の割合  ５７．７％ 

 

 

【有給休暇取得率】 

 

（管理職の別）   （取得率）     

〇管理職       ３８．３％     

〇管理職以外     ４６．１％     

 

 

【男女の賃金の差異】 

 

（区分）     （男女の賃金の差異） 

〇全労働者      １０２．５％ 

 〇正規労働者    １５７．２％  

 〇非正規労働者   １２１．８％ 

 

（付記事項） 

 ・対象期間：令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月 31日） 

 ・正規労働者：男女の賃金の差異の数値については、出向者（例：日本赤十字社からの 

出向者）は除いている。 

 ・非正規労働者：パートタイム労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用さ 

れる通常の労働者（正規雇用労働者）に比べて短い労働者）及び有期 

雇用労働者（事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働 

者）をいう。 

 ・賃金：俸給、各種手当を含み、通勤手当、退職手当は除く。 

 

（追加的付記事項） 

 ・就業規則及び賃金決定の基準において性別による違いはないこと。 

 ・全教・職員のうち、７割以上が女性教・職員であること。 


